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問4.岸田前首相は, 2024年3月15日の参議院予算雙員会において' rいわゆるトランス
ジェンダーの方に対する麒解に基づく誹謗中傷など、性的指向及びジェンダーアイデンテ
イティーを運由とする不当な差別や偏見は許されないもの」 r合遷的な蘊由なくジェン
ダーアイデンテイティ ー を理由に特定の方々の行動を一律に制匿する島こういったこと
はあってはならない」 rトランスジェンダーの方に対する鯖解に基づく鵬饒中傷など、
性的指間及びジェンダーアイデンテイティーを題由とする不当な差別や偏見これは
あつではならず、闘係賞庁においてしつかりと対応していかなければならないものであ
ると罠識をいたし睾す」と答弁してい衷す。この答弁に対するお考えをお聞かせくださ
ぃ．

□9巴；

い

問5. r性同一性隠書者の性別の取扱いの特例に関する法樟」は、2023年10月最高載判所から
法3条1瑣4号について違憲との決定がなされています．また、3人の霰判冒は法3条1
項5号についても違竃であるとの個別意見をつけました。 一方で、2027年から、性同一

性隣書は、国際疾病分類（ICD) 11版への改訂により廃止され、新たに r性別不合』を採
開することが、厚生労働省の専門家部会で厩に了承言れています。これらにより法改正が
求められていますが、お考えをお聞かせください．

（参群： 「性同一性障詈者の性別の取扱いの特例に関する法微」抜粋）
「第三条

（略）
三現に未成年の子がいないこと。
幽 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
五 その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を傭えているこ

嗣早急に法3条1項4号はもとより、3条1項3号や5号や法律の名称変更
と関運概念の整理等、残る懸案も含めて改正する必要がある

2.旱急に法3条1項4号を改正する必要がある。残る懸案は慎重な議諄が必
栗である

3，法3条1項4号の改正をする必要はあるが、慎重な璽誨が必要である
4,改正する必要はない
5.その他（

（次のページヘ続きます）
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三
問6．以下の各分野の朦題について、 どのようなスタンスでしょうか。
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どちらか どちらか その他／14から選択肢を選んだうえでの補

賛咸 といえば といえば 反対 足、 等（自由回答）

賛成 反対

問6-A r教育J分野

{l)学習指導要領に盛り込み義務教 Q) 2 3 4 

育の中で性的指向・性自認の多様性に

ついて子ども達に教育すぺきだ。 ＾ 

(2)大学生閏の性的指向や性自認に し 2 3 4 

関するいじめ（アウティングやハラス

l メント）を法律で禁止すぺきだ．

(3)学校現場において性自認に沿っ Q) 2 3 4 

I
た制服、 部活動への参加やトイレの利

用などについて対応（哀境調整、合理的

配慮）すべきだ。

6璽択式｝

問eB r就労」分野

(1)採用時及び雇用期閻中の性的指 ゜ 2 3 4 

向・性自認に基づく不利益・不均等な取

扱について法律で防止 ・ 禁止すぺきだ。
← —

(2)企業等は性自認に基づいて働く 刃 2 3 4 

ことができるように対応を進めるぺき

だ。

(3)性的揖向・性自認に関する職場の

ッ
2 3 4 

取り組みについて、 国が広くガイドラ

インを策定するなど、 企業等の取り組

みを積極的に支援すべきだ。
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どちらか その他／14から選択肢を選んだうえでの補

賛成 といえば どちらかと
反対 足、 等（自由回答）

賛成 いえば反対

霞16-C「福祉・医療J分野

{ l}自治体の福祉窓口等において、窓 じ） 2 3 4 

口担当者による性的据向·性自認に関

する差別や偏見に基づく対応によっ

て｀ 利用忌避や相談したことによるニ

次被害が起きることのないよう、 国が

実態を調査し、 窓口対応等の指針を示

すぺきだ。 ＾ 

(2}感染症の拡大下にあっても、 HIV

ッ
2 3 4 

抗体検査の積極的な実施など健康維持

に必要な検査へのアクセスを、 保障す

ペきだ。

〈1}社会保閂等において、同性パート

ナ ーが配偶者や事実婚として扱われな

いことで生じる不利益を、解消すべき

だ。

{2)合理的な必要性のない性別欄は

各種の書類や申請書証明書から削除

すべきだ。（合理的な必要性の例：男女

共同参画、 医療・保険上の問題など｝

2
 

3 4
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どちらかと ＇

lどちらかと
その他／14から選択肢を選んだうえでの補

賛成 いえば賛成 いえば反対
反対 足、等（自由回答）

(3)性的指向・性自霞に関わらずスポ
り

2 3 4 
ーツに参加できるよう、｛公財）スポー
ツ協会のガイドラインなどを踏まえて
環境を整えるぺきだ。

同7·最後に感纏や、当事者やその家族の皆さんへのメッセ ー ジなど自由にコメンドをお●いします。

LGBTQ+を切まく樟かが制危的な佑連It国か先｛うす3街紅自治件が灸ffす3

恕 I� かr_),__., くん℃いますたが‘ ミて全国各地のアうイト｀イAンゾ叫一

全国紅紐が逢iれて全イ本的釘恥含て限夕と）しれ'19imそ

LGBTQi(l)主体的な工存こ悦紅ン9(

と、 うま逗含全看ような

アンケートは以上となりますs
こ協力いただき｀誠にありがとうこざいました。
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